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【基本認識】

①自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

②年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている

③伊予市の地域性に応じた実践的な取組をＰＤＣＡサイクル〔Plan(計画)→Do(実行)→

Check(評価)→Action(改善)〕を通じて推進する

【基本理念】

 誰も自殺に追い込まれることのない伊予市の実現

【施策の体系】

５つの基本施策

伊予市で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組

(1) 地域におけるネットワークの強化 （P18～19）

(2) 自殺対策を支える人材の育成 （P20～22）

(3) 市民への啓発と周知 （P23～25）

(4) 生きることの促進要因への支援 （P26～32）

(5) 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 （P33～34）

２つの重点施策

伊予市における自殺のハイリスク群と自殺のリスク要因に沿った取組

(1) 高齢者への自殺対策の推進 （P35～37）

(2) 生活困窮者支援と自殺対策の連動 （P38～39）

生きる支援関連施策

「自殺対策（生きることの包括的な支援）」の取組 （P40～41）

図 14 計画の基本理念・認識と施策の体系

第３章 計画の基本理念・認識と施策 
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基本認識③ 伊予市の地域性に応じた実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通

じて推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊予市 心の健康づくりイメージキャラクター

「こころちゃん」
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３ ５つの基本施策 

基本施策は、地域において自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な

取組として、全ての自治体が共通して取り組む必要があるとされています。 

本市では、国が示している「地域におけるネットワークの強化」「自殺対策を支え

る人材の育成」「市民への啓発と周知」「生きることの促進要因への支援」「児童生徒

のＳＯＳの出し方に関する教育」の５つの取組を本計画の基本施策に設定します。 

 

(1)  地域におけるネットワークの強化 

   「誰も自殺に追い込まれることのない伊予市の実現」を目指すためには、国、地

方公共団体、関係機関、企業、市民等が有機的に連携・協働して自殺対策を総合的

に推進していくことが必要です。そのためには、それぞれの主体が果たすべき役割

を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要です。 

本市では、本計画の策定に当たり、関係機関等による「伊予市自殺対策計画策

定審議会」と庁内関係課による「伊予市自殺対策計画策定連絡会」を設置し、相

互の連携と協働の仕組みを構築しました。 

本計画の策定後は、より広い分野の関係機関等による「伊予市自殺対策計画推

進協議会（仮称）」と庁内全課による「伊予市自殺対策計画推進委員会（仮称）」

を設置し、更なるネットワークの強化を図る予定です（表６）。 

 

表６ 各種ネットワーク 

取  組 内     容 担当課 構成員等 

【新規】 

伊予市自殺対策計画

推進協議会 

（仮称） 

○関係機関等で構成し、連携を強化し、

社会全体での取組を推進していきま

す。 

○毎年度、本計画の各種施策の進捗状

況や目標数値の検証と改善に向けた検

討を行います。 
健康増進課 

協議会委員

が属する関

係機関等 

（P40～41

参照) 

【新規】 

伊予市自殺対策計画

推進委員会 

（仮称） 

○庁内全課で構成し、毎年度、各取組

の進捗状況や目標数値の検証と改善に

向けた検討を行います。 
庁内全課員 
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本市では、地域におけるネットワークの強化を着実に推進していくために、よ

り実効性のある取組となるよう次の目標を設定します（表７）。 

 

表７ 各種ネットワークの強化にかかる目標 

指  標 目 標 目標設定の考え方 

伊予市自殺対策計画推進 

協議会（仮称）の開催 
毎年１回以上 

【新規】 

各種施策の進捗状況や目標数値につ

いてＰＤＣＡサイクルによる検証等

を実施するため、各会を年 1 回以上開

催する。 

伊予市自殺対策計画推進 

委員会（仮称）の開催 
毎年１回以上 
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(2) 自殺対策を支える人材の育成 

さまざまな悩みや生活上の困難を抱える人を自殺から守るためには、早期の「気

づき」が重要です。１人でも多くの方が自殺の危険を示すサインに気づき、傾聴

し、見守ることにより、自殺予防対策につながります。 

   自殺の危険を示すサインに気づき、傾聴し、見守り、相談を経て必要な関係機関

につなぐ役割を担う人材の育成を行うため、ゲートキーパー養成など必要な研修の

機会の確保を図っていきます（表８）。 

 

 

 

また、地域全体での取組意識を高めるため、自殺対策やメンタルヘルスについ

て、市民や各課の関係機関等を対象にした研修を充実させることが重要です。 

  

「ゲートキーパー」とは 

悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守

る人のことです。 

悩みを抱えた人は自分ひとりで悩みを抱えてしまい、誰にも相談できない状

況に陥ることがあります。また、気持ちが沈み、一人では解決策を見出せな

くなることもあります。 

そのような時に、周囲の私たちが悩みを抱えた人たちのサインに気づき、話

に耳を傾け、相談機関へつなぎ、その後も見守っていくゲートキーパーの役

割が大切になってきます。悩んでいる人に寄り添い、関わることで自殺対策

になるだけでなく、お互いが笑顔になれるような社会を目指します。 

～ゲートキーパーの役割～ 

① 気づく・・・家族や仲間の変化に気づいて、声をかける 

② 傾聴する・・・本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 

③ つなぐ・・・早めに専門家に相談するように促す 

④ 見守る・・・温かく寄り添いながら、じっくり見守る 
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表８ 人材育成研修の取組 

取  組 内     容 担当課 関係機関等 

ゲートキーパー 

養成講座 

○市職員がゲートキーパーの役割

を担うことで、早期発見と適切な相

談窓口につなげることができるよ

う、全市職員の受講を推奨します。

【新規】 

総務課 

健康増進課 

経済雇用戦略課 

― 

○民生・児童委員、高齢者見守り員

がゲートキーパーの役割を担うこ

とで、それぞれの立場で早期発見に

努め、適切な相談窓口につなげる事

ができるよう開催します。 

健康増進課 ― 

○民生・児童委員の受講を推奨しま

す。 
福祉課 

民生・ 

児童委員 

○高齢者見守り員の受講を推奨し

ます。 
長寿介護課 

高齢者 

見守り員 

【新規】 

自殺対策に関す

る研修会等 

○自殺対策への理解と関心を高め

るため、市民や各課の関係機関等を

対象に研修会を開催します。 

健康増進課 

心と体の健

康センター 

中予保健所 

○関係機関等に、市（健康増進課）

が開催する研修会への受講を推奨

します。 

※表８-１ 
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表８-１ 自殺対策に関する研修会等の担当課及び関係機関等一覧 

担当部 担当課 受講推奨先 

総務部 総務課 行政相談委員、広報区長、広報委員等 

市民福祉部 福祉課 民生・児童委員、人権擁護委員、社会福祉協議会、生活相談

支援センター、扶桑会館、障がい者相談支援事業所、障がい

者相談支援専門員 

子育て支援課 公立保育所等、放課後児童クラブ、指定管理施設（みんくる、

あすなろ） 

長寿介護課 高齢者見守り員、介護サービス事業所、地域包括支援センタ

ー、老人クラブ 

健康増進課 健康づくり・食育推進協議会、精神障がい者家族、精神保健

ボランティアグループ、健康づくりの会、食生活改善推進協

議会、健康増進推進団体 

産業建設部 経済雇用戦略課 指定管理施設（町家、花の森ホテル、遊栗館、特産品センタ

ー、ウッドクラフトセンター、ふたみシーサイド公園等）、

伊予商工会議所、双海中山商工会 

都市住宅課 指定管理施設（ウェルピア伊予、しおさい公園、ふたみ潮風

ふれあい公園） 

農業委員会事務局 農業委員、農地利用最適化推進委員 

議会事務局 市議会議員 

教育委員会 

事務局 
学校教育課 小・中学校関係者、巡回教育相談員 

 

本市では、人材育成研修の取組を着実に推進していくために、より実効性のあ

る取組となるよう次の目標を設定します（表９）。 

 

表９ 人材育成研修の取組にかかる目標 

指  標 目 標 目標設定の考え方 

ゲートキーパー養成講座の

開催回数 

市職員：年１回 

【新規】 

計画年度（5 年間中）に全職員が受講

できるよう年 1 回実施する。 

民生・児童委員、高

齢者見守り員：年２

回 

・2018 年度実績 ２回 

ゲートキーパーの増員及びスキルア

ップを図るために、民生委員等を対象

にした講座を年 2 回開催する。 

自殺対策に関する研修会等

の開催回数 
年１回 

【新規】 

自殺対策計画の啓発と周知を図るた

めに、市民や関係機関等を対象とする

研修会を年 1 回開催する。 
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(3) 市民への啓発と周知 

   自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こり得ますが、危機に陥った人の心

情や背景が理解されにくい現実があります。 

   こうした心情や背景への理解を深めることを含め、自殺の問題は一部の人や地域

だけの問題ではないことを理解する必要があります。 

   そのような中、本市では、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮らし

の危機に陥った場合には誰かに援助を求めることや、自殺を考えている人の存在に

気づき、寄り添い、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぐことができ

るよう、市民に対し広報や教育等を通じた活動の啓発と周知に努めます（表 10）。 

 

表 10 市民への啓発と周知の取組  

取  組 内     容 担当課等 関係機関等 

チラシの配布等 

○市民が自殺に対する正しい知識や

相談窓口の情報を得られるように関

係機関等を通じ、啓発と周知に努めま

す。 

・関係機関等の職員、関係者への配布 

・関係機関等の窓口への配置 

※表 10-１ 

各事業とタイアップ

による啓発、周知 

○関連行事等（イベント、講演会など）

の会場でチラシの配布やブース・コー

ナーを開設し、啓発と周知を行います  

※表 10-２ 

広報紙・ホームペー

ジによる啓発、周知 

○自殺予防週間（9 月）や自殺対策強

化月間（3 月）等にあわせて自殺予防

に関する情報を周知し市民の意識向

上を図ります。 

○相談窓口一覧の情報を市ホームペ

ージに常時掲載し、市民の関心度の向

上と自殺予防の啓発に努めます。 

健康増進課 ― 
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表 10-１ チラシの配布等を行う関係機関等一覧 

担当部 担当課 関係機関等 

総務部 総務課 行政相談委員 

財政課 市庁舎 

危機管理課 交通安全協会、消防団員 

中山・双海地域事務所 中山・双海地域事務所 

市民福祉部 福祉課 民生・児童委員、人権擁護委員、社会福祉協議会、

生活相談支援センター、扶桑会館、障がい者相談支

援事業所 

子育て支援課 公立保育所等、放課後児童クラブ、指定管理施設（み

んくる、あすなろ） 

長寿介護課 高齢者見守り員、介護サービス事業所、指定管理施

設（ふれあい館、ふれあいプラザ、老人憩いの家）、

地域包括支援センター、シルバー人材センター、い

きいきサロン、老人クラブ 

健康増進課 健康づくりの会、食生活改善推進協議会、精神障が

い者家族、精神保健ボランティアグループ、健康増

進推進団体、総合保健福祉センター、双海保健セン

ター 

産業建設部 経済雇用戦略課 指定管理施設（町家、花の森ホテル、遊栗館、特産

品センター、ウッドクラフトセンター、ふたみシー

サイド公園等）、伊予商工会議所、双海中山商工会、

彩浜館、さざなみ館 

都市住宅課 指定管理施設（ウェルピア伊予、しおさい公園、ふ

たみ潮風ふれあい公園） 

農業振興課 農業振興センター、 

農業委員、農地利用最適化推進委員 農業委員会事務局 

水道課 市庁舎第１別館 

議会事務局 市議会議員 

教育委員会 

事務局 

学校教育課 小・中学校、公立幼稚園、PTA 

社会教育課 青少年センター運営協議会、スポーツ協会登録団体、

文化協会登録団体、各地区公民館、文化交流センタ

ー(予定)、人権教育協議会 
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表 10-２ 関連行事 

  担当課 関連行事 

市民福祉部 

福祉課 

子育て支援課 

長寿介護課 

健康増進課 

各種フォーラム、セミナー、講演会、教室等 

教育委員会事務局 社会教育課 

産業建設部 経済雇用戦略課 各種イベント 

   

本市では、啓発と周知の取組を着実に推進していくために、より実効性のある

取組となるよう次の目標を設定します（表 11）。 

 

表 11 啓発と周知の取組にかかる目標 

指標 目 標 目標設定の考え方 

チラシの配布等 

設置箇所（表 10-１）： 

30 か所以上 

【拡充】2018 年度実績 設置４

か所 

チラシによる啓発と周知の充実

を図るために、設置箇所を 30 か

所以上にする。 

配布の関係機関等 

（表 10-１）：年１回 

【新規】 

関係機関等の連携強化を図るた

め、職員等へチラシの配布を年 1

回する。 

広報紙・ホームページ等 

による啓発、周知 

広報紙・ホームページに自

殺予防週間（9 月）、自殺

対策強化月間（3 月）の掲

載：各年 1 回 

【継続】 

広報誌・ホームページによる自殺

予防週間及び自殺対策強化月間

の啓発と周知を継続して実施す

る。 

市ホームページに自殺対

策予防に関する情報の記

載：常時掲載 

【継続】 

市ホームページによる自殺予防

週間及び自殺対策強化月間の啓

発と周知を継続して実施する。 

各事業とタイアップに 

よる啓発、周知 

各関連行事（表 10-２）：

年 1 回 

【新規】 

自殺対策計画とタイアップでき

る各関連行事において、年 1 回

チラシの配布等による啓発と周

知を図る。 
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(4) 生きることの促進要因への支援 

   自殺は、個人においても社会においても「生きることの促進要因（自殺を防ぐ要

因）」より「生きることの阻害要因（自殺につながりやすい要因）」が上回ったとき

に自殺リスクが高くなります。 

このため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らすとともに、「生きるこ

との促進要因」を増やす包括的な取組が必要となります（図 15、表 12）。 

   

 

 

  

減らす取組

生きることの阻害要因

（自殺につながりやすい要因）

失業・多重債務・生活苦

増やす取組

生きることの促進要因

（自殺を防ぐ要因）

自己肯定感、信頼できる

人間関係、危機回避能力

「生きることの促進要因」が「生きることの阻害要因」を上回る

自殺リスクの低下

図 15 自殺対策への包括的な取組
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ラシの配布等による啓発と周知

を図る。 
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表 12 生きることへの促進要因を増やす取組 

取  組 内     容 担当課 関係機関等 

ゲートキーパー

養成講座の受講

の推奨 

【再掲】P21 

○早期発見のサインに気づくことができる

よう、また全庁的な取組意識を高めるため、

市職員を対象に、総務課・健康増進課が開催

するゲートキーパー養成講座への受講を推

奨していきます。 

全課 ― 

相談体制の充実 

○生活上の困り事を察知し、庁内関係課及び

関係機関等と連携を図りながら相談対応と

問題解決に当たるよう相談体制の充実に努

めます。 

全課 ― 

新規採用職員 

研修 

○新規職員を対象に基礎的な研修の際に、自

殺予防について正しく理解できるよう、ゲー

トキーパー養成講座の受講を推奨します。 

総務課 

該当課 

産業カウンセラ

ー相談事業 

○市職員を対象に産業カウンセラーによる

相談を実施し悩みや不安の軽減を図ります。 

― 

職員ストレスチ

ェック 

○うつ等の早期発見に努め、個別支援につな

げるため、市職員を対象にストレスチェック

を実施し、結果配布時に自殺予防のリーフレ

ット等を配布します。 

メンタルヘルス

研修 

○愛媛県主催の研修に市職員を派遣し、生き

るための包括的な支援を行う人材育成を進

めます。 

民生・児童委員

との連携 

○民生・児童委員と連携し、悩みを抱えてい

る人の早期発見と支援に努めます。 

福祉課 

社会福祉協

議会 

障がい者虐待対

応業務 

○虐待への対応を糸口に、当事者や家族の支

援を行うことで、背後にある様々な問題を察

知し、関係機関等と連携を図りながら、適切

な支援先につなぎます。 

― 

子ども総合セン

ター事業 

○妊娠期、新生児期から支援が必要な家庭を

把握し、関係機関等と連携を図りながら、18

歳までの子どもとその保護者に対し、切れ目

のない相談、支援の充実を図り、自殺リスク

の低下に努めます。 

子育て支援

課 
― 
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ラシの配布等による啓発と周知

を図る。 
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取  組 内     容 担当課 関係機関等 

適応指導教室事

業の推進 

○不登校児童生徒が抱える様々な問題を察知し、

関係機関等と連携を図りながら自立と学校生活

の復帰を支援します。 

学校教育課 

子育て支援課 
― 

差別のない明る

い社会の推進 

○関係機関等における自発的活動としての研修

会で「いのち支える自殺対策」をテーマとした研

修を実施するよう働きかけます。 

学校教育課 

社会教育課 
― 

 

 本市では、生きることへの促進要因の取組を着実に推進していくこととし、より実

効性のある取組となるよう次の目標を設定します（表 13）。 

 

表 13 生きることへの促進要因の取組にかかる目標 

指標 目 標 目標設定の考え方 

うつ等のスクリーニング

の実施 

妊娠期：1 人 1 回 

出産後：1 人 1 回 

【新規】 

産後うつ等の早期発見と治療につなげる

ために、妊娠期と出産後にスクリーニング

を１回実施する。 

認知症サポーター養成講

座参加者へのチラシ配布 
配布率：100％ 

【新規】 

新たな認知症サポーターへの啓発と周知

に努めるために、参加者全員にチラシを配

布する。 

妊産婦訪問又は電話、乳児

家庭全戸訪問の割合 

妊産婦訪問又は電話：

100% 

乳児訪問：100% 

【継続】2017 年度実績 

妊産婦訪問又は電話 100％ 

乳児訪問 99.2％ 

妊産婦訪問や乳児訪問等を 100％実施す

ることで、妊産婦や乳児等の心身の状態を

確認すると共に、早期発見と適切な対応を

図る。 
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(5)  児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

   いじめを苦とした児童生徒の自殺が大きな社会問題となる中、2016 年 4 月の自

殺対策基本法の改正では、学校におけるＳＯＳの出し方教育の推進が盛り込まれま

した。 

  児童生徒が命の大切さを実感できる教育だけではなく、命や暮らしの危機に直面

したとき、誰にどうやって助けを求めればよいのかといった具体的かつ実践的な方

法を学ぶと同時に、つらいときや苦しいときには助けを求めてもよいということを

学ぶ教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）を推進し、学校で直面する問題や、その

後の社会人として直面する問題にも対処する力、ライフスキルを身に付けることが

できるよう取り組みます（表 14）。 

 

表 14 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する取組 

取  組 内     容 担当課 関係機関等 

ＳＯＳの出し方

に関する教育の

実施 

○道徳、学級活動などにおいて、いじめ等の様々

な困難やストレスに直面した際に、信頼できる大

人や相談機関に早めに助けの声を上げられるよ

う、具体的かつ実践的な教育を行います。 

○学校の長期休業明けに、児童生徒の自殺が急増

する傾向があることを踏まえ、保護者、関係機関

等と連携しながら相談窓口の周知を図り、早期発

見・見守り等に取り組みます。 

学校教育課 各学校 

スクールカウン

セラー等の巡回 

【再掲】P31  

○各学校にスクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー、巡回教育相談員の派遣を行い、

児童生徒の見守りや相談体制の充実を図ります。 

いじめ対策 

【再掲】P31 

○いじめの兆候をいち早く察知し、迅速な対応を

行うことで、児童生徒が安心して通学できる環境

を整えます。  

○インターネット上のいじめに対応するため、情

報モラルを身に付けさせる指導の充実を図るとと

もに、いじめに対処する体制を整備します。 

適応指導教室事

業の推進 

【再掲】P32 

○不登校児童生徒の背景にある様々な問題を察知

し、関係機関等と連携を図りながら自立と学校生

活の復帰を支援します。 
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取  組 内     容 担当課 関係機関等 

適応指導教室事

業の推進 

○不登校児童生徒が抱える様々な問題を察知し、

関係機関等と連携を図りながら自立と学校生活

の復帰を支援します。 

学校教育課 

子育て支援課 
― 

差別のない明る

い社会の推進 

○関係機関等における自発的活動としての研修

会で「いのち支える自殺対策」をテーマとした研

修を実施するよう働きかけます。 

学校教育課 

社会教育課 
― 

 

 本市では、生きることへの促進要因の取組を着実に推進していくこととし、より実

効性のある取組となるよう次の目標を設定します（表 13）。 

 

表 13 生きることへの促進要因の取組にかかる目標 

指標 目 標 目標設定の考え方 

うつ等のスクリーニング

の実施 

妊娠期：1 人 1 回 

出産後：1 人 1 回 

【新規】 

産後うつ等の早期発見と治療につなげる

ために、妊娠期と出産後にスクリーニング

を１回実施する。 

認知症サポーター養成講

座参加者へのチラシ配布 
配布率：100％ 

【新規】 

新たな認知症サポーターへの啓発と周知

に努めるために、参加者全員にチラシを配

布する。 

妊産婦訪問又は電話、乳児

家庭全戸訪問の割合 

妊産婦訪問又は電話：

100% 

乳児訪問：100% 

【継続】2017 年度実績 

妊産婦訪問又は電話 100％ 

乳児訪問 99.2％ 

妊産婦訪問や乳児訪問等を 100％実施す

ることで、妊産婦や乳児等の心身の状態を

確認すると共に、早期発見と適切な対応を

図る。 
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本市では、児童生徒のＳＯＳの出し方に関する取組を着実に推進していくこととし、

より実効性のある取組となるよう次の目標を設定します（表 15）。 

 

表 15 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する取組にかかる目標 

指標  目 標 目標設定の考え方 

小中学校で実施するアン

ケートのうち「家の人（兄

弟姉妹を除く）と学校で

の出来事について話をす

る」と答えた割合 

現状より増加 

全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙結果よ

り 

・2018 年現状値 

 小学生 84.5％ 

 中学生 77.2％ 

家庭のなかで、学校での出来事の会話を通し

て、子どものＳＯＳに早期に気づき、子どもが

悩み事を１人で抱え込むことがない環境づく

りに努める。 

 

 

 

  

ＳＯＳ
０１２０－００７－１１０

０８９－９８２－２６０２
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取  組 内     容 担当課 関係機関等 

適応指導教室事

業の推進 

○不登校児童生徒が抱える様々な問題を察知し、

関係機関等と連携を図りながら自立と学校生活

の復帰を支援します。 

学校教育課 

子育て支援課 
― 

差別のない明る

い社会の推進 

○関係機関等における自発的活動としての研修

会で「いのち支える自殺対策」をテーマとした研

修を実施するよう働きかけます。 

学校教育課 

社会教育課 
― 
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４ ２つの重点施策 

国の地域自殺実態プロファイルにおいて、重点課題は、各都道府県及び市町村の自

殺の特徴から設定されたもので、本市は、表４「伊予市の自殺の特徴」（P9）の分析

結果から、自殺者数の上位３区分という社会的な背景を重視した「高齢者」と、「背

景にある主な自殺の危機経路」で生活苦の課題が大きいと考えられる「生活困窮者」

の 2 つを設定し、優先的に推進していきます（P6～8 性別・年齢階層別・職業別の特徴

参照）。 

 

(1)  高齢者への自殺対策の推進 

   本市では、2012 年から 2016 年の合算（5 年間、40 人）の割合をみると、60 歳

以上の方が 57.5％となり、半数以上を占めています。 

   高齢者は、閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、心身的に孤立や孤独に陥りや

すいことから、包括的支援体制の構築や地域包括ケアシステムなどの施策と連動し

た事業の展開を図る必要があります（表 16）。 

 

表 16 高齢者への自殺対策の取組 

取  組 内     容 担当課 関係機関等 

包括的な相談支

援体制の充実 

○伊予市包括的支援体制構築事業において高齢者

に対する支援体制の充実を図り、関係機関等との

連携により、自殺のリスクを抱えた人の生きるこ

とへの包括的支援を実施します。 

長寿介護課 
地域包括支

援センター 

高齢者虐待対応

業務 

○虐待への対応を糸口に、背後にある様々な問題

を察知し、緊密な連携を図りながら安全の確保を

図り、適切な支援先につなぎます。 

地域包括支援セ

ンター運営事業 

【再掲】P28 

○地域包括支援センターが中核となり、高齢者が

抱える問題や生活困窮など自殺リスクの高い方の

情報等を把握し、各種福祉サービスの利用や必要

な関係機関との調整や共有を図ります。 

地域包括支援セ

ンター運営協議

会 

【再掲】P28 

○高齢者が抱える問題や生活困窮など自殺リスク

の高い方の情報等を把握し、協議会等で共有する

とともに、地域包括支援センターが適切に運営さ

れるように調整を行い、市民生活の向上に努めま

す。 
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取  組 内     容 担当課 関係機関等 

介護予防・生活

支援サービス事

業 

【再掲】P28 

○介護予防を目的として、日常生活上の支援及び機

能訓練や閉じこもり予防、自立支援に資するサービ

スを提供する際に、自殺対策の啓発を行い、支援が

必要な要支援者等の早期発見に努め、個別の支援に

つなぎます。 

長寿介護

課 

地域包括支

援センター 

緊急通報体制整

備事業 

○ひとり暮らし高齢者などに緊急通報装置を貸与

し、緊急連絡の手段の確保を図るとともに孤独感の

解消を図ります。 

― 

老人クラブ活動

育成事業 

○老人クラブ活動の参加者に対し、自殺対策の啓発

を行い、支援が必要な高齢者の早期発見に努め、個

別の支援につなぎます。 

高齢者配食サー

ビス 

○高齢者配食サービスを通じてひとり暮らし高齢

者等に声かけを行い、安否確認をしつつ、孤独・孤

立の防止を図ります。 

成年後見制度利

用支援事業 

【再掲】P29 

○認知症、知的障がい又は精神障がいのため、判断

能力が不十分で日常生活を営むことに支障があり、

かつ身寄りがない者への相談の際に、背後にある

様々な問題を察知し、関係機関等と連携を図りなが

ら成年後見制度利用に向け支援を行います。 

介護保険料納付

相談 

【再掲】P29 

○介護保険料の納付に関する相談を糸口に、背後に

ある様々な問題を察知し、適切な支援先につなぎま

す。 

特定入所者介護

サービス費（介

護 保 険 負 担 限

度） 

【再掲】P29 

○低所得の人の施設利用が困難とならないように、

申請により住居費、食費の利用者負担の軽減を図り

ながら、その背後にある様々な問題を察知し、適切

な支援先につなぎます。 

シルバー人材セ

ンター事業 

○就労による社会参加を促すことで、経済面及び精

神面での向上を目指すとともに、高齢者の社会的喪

失感や孤独感の解消を図ります。 

シルバー人

材センター 
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取  組 内     容 担当課 関係機関等 

一般介護予防事

業 

○高齢者に対し、必要な知識を習得してもらうため

介護予防教室を開催し、その参加者に自殺対策の啓

発を行い、うつ等の可能性のある人の早期発見に努

め、個別の支援につなぎます。 

長寿介護

課 

地域包括支

援センター

等 

高齢者見守り員

事業 

○高齢者見守り員が定期的に訪問し、安否確認を行

うことにより、孤独感の解消を図ります。 

社会福祉協

議会 

栄養改善事業 

○高齢者の食生活改善と地域の食育推進の輪を広

げるため、食生活改善推進協議会の協力のもと、各

地域で栄養改善の伝達講習会を開催し、その受講者

に自殺対策の啓発を行い、うつ状態の可能性がある

人の早期発見に努め、個別の支援につなぎます。 

健康増進

課 

食生活改善

推進協議会 

 

本市では、高齢者の自殺対策を着実に推進していくこととし、より実効性のある取

組となるよう次の目標を設定します（表 17）。 

 

表 17 高齢者への自殺対策の取組にかかる目標 

指標 目 標 目標設定の考え方 

介護保険料納付相談件数 年 30 件 

・2017 年度実績 25 件 

介護保険納付方法等の相談時にお

いて、一人で悩み事を抱えている高

齢者の早期発見に努め、適切な相談

対応につなげる。 

老人クラブ活動における啓発 年 4 回 

【新規】 

老人クラブの総会や活動の場にお

いて、チラシの配布等を実施し、高

齢者への啓発と周知に努める。 
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(2)  生活困窮者支援と自殺対策の連動 

   生活困窮者は、経済的な課題だけでなく、人間関係や心身の健康問題等多様な問

題を複合的に抱えていることが多いため、各関係機関の連携を必要とします。 

本市では、生活支援は自殺対策であるという観点を持ち、自立支援に携わる担

当課や関係機関等が連携し、包括的な支援に取り組んでいきます（表 18）。 

 

表 18 生活困窮者への支援と自殺対策の取組 

取  組 内     容 担当課 関係機関等 

包括的な相談支

援体制の充実 

○伊予市包括的支援体制構築事業におい

て、生活困窮者等に対する支援体制の充実

を図り、関係機関等との連携により、自殺

のリスクを抱えた人への生きることへの包

括的な支援を実施します。 

福祉課 

市民課 

子育て支援課 

長寿介護課 

健康増進課 

社会福祉協

議会 

生活困窮者自立

支援事業 

○社会福祉協議会に委託し、自立相談支援

事業を実施しています。心身の状況、地域

社会からの孤立といった様々な問題を察知

し、生活困窮の状況に応じた支援が包括

的・早期的に行われるよう、関係機関等と

連携し、情報の共有化を図ります。 

福祉課 

社会福祉協

議会 

生活保護業務 

○生活に困窮する人に対し、背景にある

様々な問題を察知し、関係機関等と連携を

図りながらその困窮の程度に応じて必要な

保護を行い、その最低限の生活を保障する

とともにその自立を助長します。 

○受給世帯の課題を的確に把握し、必要に

応じて適切な支援先につなぎます。 

― 

こころの健康相

談 

【再掲】P31 

○こころの悩みを抱えた市民に対し、精神

保健福祉士や精神科医師の専門家による相

談の機会を提供し、不安の軽減を図り、適

切な支援先につなぎます。 

健康増進課 ― 
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取  組 内     容 担当課 関係機関等 

無料相談等 

○消費生活上のトラブルや生活困窮などの

悩みを抱えた市民に対し、専門家への相談機

会の提供や無料相談先情報の周知に努める

ことで、不安の軽減を図り、適切な支援先に

つなぎます。 

経済雇用戦略課 

市民課 

愛媛県消費

生活センタ

ー 

社会福祉協

議会 
各種納付相談 

○各種税金や保険料の支払等の際、生活面で

深刻な問題を抱えていたり、困難な状況にあ

る等、その背景にある様々な問題を察知する

とともに「生きることの包括的な支援」のき

っかけと捉え、関係機関等と連携を図りなが

ら支援を行います。 

税務課 

市民課 

福祉課 

子育て支援課 

長寿介護課 

都市住宅課 

水道課 

 

本市では、生活困窮者の自殺対策を着実に推進していくこととし、より実効性

のある取組となるよう次の目標を設定します（表 19）。 

 

表 19 生活困窮者への自殺対策の取組にかかる目標 

指標 目 標 目標設定の考え方 

生活困窮者自立支援事業新

規相談件数 
年 40 件以上 

・2017 年度実績 37 件 

生活困窮者への自立支援を促進す

るため、相談事業を継続して実施

する。 

こころの健康相談件数 現状より増加 

・2017 年度実績 12 回 35 件 

専門家による相談を通して、不安

の軽減を図り、適切な支援先につ

なげる。 
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５ 生きる支援関連施策 

自殺対策とは「生きることへの包括的な支援」であるとの視点から、既存事業を最

大限に生かし、計画に盛り込むべく、庁内の事業を「生きる支援」に関連又は関連し

得るかどうか、どうすれば自殺対策と連携し得るのかを考え、広く把握していくこと

が重要です。これらの事業については、市の基本施策 5 項目及び重点施策 2 項目に

基づいて庁内の関連事業を分類し位置付けています。 

また、推進に当たっては、全庁横断的な体制を整えるとともに、市民や地域ネット

ワークの参加を得ることが重要であることから、本市では関係機関等の取組を「生き

る支援関連施策」として計画に盛り込み、それぞれの活動内容の特性に応じて自殺予

防対策に関する業務・役割を遂行するとともに、相互連携を図り、地域をあげて自殺

対策に取り組みます（表 20）。 

表 20 生きる支援関連施策一覧 

共通の取組 内  容 

チラシの配布等 
○自殺予防対策の周知や啓発を図るため、相談窓口一覧のチラシ（P52）等

を配布します。 

  関係機関等 取組の内容 

伊予医師会 

伊予歯科医師会 

○かかりつけ医受診時に、精神的な症状等があった場合、適切な医療や相

談機関につなぐよう取り組みます。 

愛媛県司法書士会 
○多重債務等の問題に必要に応じて、関係機関等と連携を図りながら、法

律の専門家として相談対応と問題解決に当たります。 

心と体の健康センタ

ー 

○心の健康についての専門的な相談、アルコール、薬物、ギャンブル依存

に関する相談、ひきこもり相談、思春期相談など、精神保健福祉全般にわ

たる相談に対応します。 

中予保健所 

○こころの健康、保健、医療、福祉に関する相談や訪問、自殺未遂者相談

支援事業等を通じて関係機関等と連携を強化し、支援体制の構築を図りま

す。 

伊予警察署 
○様々な困りごとに応じて、関係機関等と連携を図りながら、相談対応と

問題解決に当たります。 

伊予消防署 
○救急現場や講習会、イベント等において、自殺対策リーフレットを配布

し普及啓発に取り組みます。 

小・中学校、高等学

校 

○児童生徒が命の大切さを実感できる教育だけではなく、命や暮らしの危

機に直面したときに助けを求める力を学ぶ教育（SOS の出し方に関する教

育）を推進し、学校で直面する問題や社会人として直面する問題に対処す

る力、ライフスキルを身につけることができるよう取り組みます。 






